
（案） 

 

「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会専門委員会」の運営について 

 

１ 趣旨・目的 

  特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律（以下「給

付金法」という。）に基づき、最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様

の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支

給を行うこととされ、給付金法第 7条第１項に定める給付金の認定要件等につい

て、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会（以下「認定審査会」という。）の審

査を求めること、認定審査会の審査結果により給付金等の認定を行うことが規定さ

れている。 

また、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令第 8条の規定により定められ

た「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程」及び「特定石綿被害建設

業務労働者等認定審査会の運営方針について」により、認定審査会における審議資

料の事前整理を行うため、専門委員会を置くことを規定している。 

  上記を踏まえ、給付金等の認定に当たって、特に医学的に検討が必要な事案に専

門的かつ的確に対応すべく、石綿関連疾患に精通した専門医に参集を求め、疾病の

確定診断等や石綿ばく露に関する医学的所見の確認を行う。 

 

２ 参集者 

（１）本委員会は、認定審査会会長の命により、別紙の医学専門家を参集し、給付金請

求事案に係る医学的事項に関する意見を述べるものとする。 

（２）本委員会には、参集者の互選により座長をおき、座長は本委員会を総括するもの

とする。 

（３）座長が委員会に出席できない場合は、あらかじめその指名する委員が、その職務

を代理することができるものとする。 

（４）本委員会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼す

ることができるものとする。 

 

３ その他 

（１）本委員会は、個別事案について取り扱うため非公開とする。 

（２）参集者及び委員会運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課建設石

綿給付金認定等業務室において行う。 

資料２ 


